
○ この度、品目横断的経営安定対策、米政策改革推進対策、農地・

水・環境保全向上対策に係る交付金等について、新しい課税の特例

措置が１９年度から認められます。

○ この特例措置により、品目横断的経営安定対策の交付金等を受領

した担い手の方が、この交付金等を経営発展のための準備金として

積み立てた場合、その積立分について必要経費（損金）に算入する

ことができます。

また、積み立てた準備金を取り崩して、農業用固定資産(農用地・
農業用機械等)を取得した場合、圧縮記帳(圧縮額を損金に算入)する
ことができます。

（詳しくは２～４ページ参照）

○ 交付金等を受領する方で、上記の税制特例を受けようと思う担い

手の方は、次のような税務上の手続が必要次のような税務上の手続が必要となります。

担い手の皆様に対する新しい税制の

特例措置についての大切なお知らせ！大切なお知らせ！

① ２０年の確定申告（１９年分の所得）は青色申告で行うことが

必要です。このため、１９年３月１５日までに「青色申告承認申

請書」を最寄りの税務署に提出する必要があります。

② その際、１９年１月以降の事業について、所定の帳簿で記帳す

る必要があります。

※詳しくは、最寄りの地方農政局、地方農政事務所等にご相談ください。
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※担い手とは、認定農業者と一定の集落営農組織です。



準備金を取り崩して農業用固定資産

を取得した場合、その取崩額の範囲

内で圧縮記帳

○ 交付金等※１を準備金※２として積み立てた場合、その積立額を個人は必要経

費算入、法人は損金算入できます。

○ さらに、５年以内に当該準備金を取り崩して、農用地や農業用機械・施設等の

固定資産を取得した場合には、圧縮記帳※３できます。

注： 交付金等を受領する人で、税制特例を受けようと思う担い手の方は、次のよ

うな税務上の手続が必要となります。

２０年の確定申告（１９年分の所得）は青色申告で行うことが必要です。このた

め、１９年３月１５日までに「青色申告承認申請書」を最寄りの税務署に提出する

必要があります。その際、１９年１月以降の事業について、所定の帳簿で記帳す
る必要があります。 ※詳しくは、最寄りの地方農政局、地方農政事務所等にご確認ください。

担い手に対する新たな税制特例
（農業経営基盤強化準備金の創設）
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※１ 品目横断的経営安定対策、米政策改革推進対策、農地・水・環境保全向上対策（営農活動支援）の導入に伴う

交付金等。

※２ 準備金とは、将来見込まれる多額の支出や損失に備えて積み立てる金額。
※３ 圧縮記帳とは、取得資産について一定額まで帳簿価額を圧縮し、その圧縮額を必要経費（損金）に算入する
ことによって、その額について課税所得が生じないようにする手法（実質非課税）。

注： ５年間固定資産を取得しなかった場合には、１年目の積立金を６年目に取り崩し、当該取崩
額に課税されます。
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（積み立てない場合は課税）

準備金の積立
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交付金を投資に振り向け、経営発展！

農業用固定資産の取得



（単位；万円）

※税率は総合課税を勘案し
所得税率１２％で算出。
農外所得、各種控除は
ないものと仮定し単純化。

３７０１２０課税対象所得金額Ｇ（Ａ－Ｄ）

４４１４税額（Ｇ×１２％※）

０２５０うち農業経営基盤強化準備金繰入額Ｆ

５３０５３０うち農業経営費等Ｅ

５３０

２５０

６５０

９００

特例の適用なし

７８０必要経費金額Ｄ（Ｅ＋Ｆ）

２５０うち交付金等収入額Ｃ

６５０うち農産物販売額Ｂ

９００農業収入合計金額Ａ（Ｂ＋Ｃ）

特例の適用あり

認定農業者
農林さんの場合

準備金積立と圧縮記帳により５年間で約１５０万円の減税効果！！

５年間の積立額 1,250万円を取り崩して
1,500万円の農業用固定資産を取得した場合

固定資産の
帳簿価額
２５０万円

固定資産の
圧縮記帳
１，２５０万円

準備金取崩益
１，２５０万円

取得した農業用
固定資産
1,500万円

５年以内に当該準備金を取り崩して
農業用固定資産を取得しなかった場合

１年目に積立てた
準備金の取崩益
２５０万円

取得した固定資産を圧縮記帳し、準備金取崩額の
範囲内で必要経費（法人は損金）算入することで、
準備金取崩益と相殺

１年目に積立てた250万円は収入（法人は
益金）として課税対象

３０万円の納税
（２５０万円×１２％）

収入（益金） 必要経費（損金）

収入（益金）

実質的に非課税実質的に非課税

農業経営基盤強化準備金の減税効果（モデル試算例）
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１年間で３０万円

の減税効果



青色申告の手続

２月１６日～３月１５日
確定申告（１９年分）
農業経営基盤強化準備金の
積立を行う農業者の方は、積
立に係る必要書類の提出を
行います。

交付金等の支払時期（見込み）

品目横断的経営安定対策
１９年産の過去の生産実績に基づく支払
米政策改革推進対策に基づく支払
農地・水・環境保全向上対策（営農活動支援）
に基づく支払

品目横断的経営安定対策
１９年産の毎年の生産量・品質に基づく支払

品目横断的経営安定対策
１９年産の収入減少影響緩和対策に基づく支払

※

※ 19年12月末までに支払を受けた交付金等は20年2月
から3月の確定申告（19年分）時に青色申告を行います。

20年1月1日以降に支払を受けた交付金等は21年2
月から3月の確定申告（20年分）に青色申告を行います。

１８年

２１年

・
・
・

農業経営基盤強化準備金の適用のスケジュール
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(注) 青色申告の手続について、法人の場合は、事業年度開始の日の前日（設立の場合は、設立後３ヶ月以内あるいは
次期事業年度開始の日の前日のいずれか早い日）までに納税地の税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必
要があります。
また、個人の場合でも、青色申告をしようとする年の１月１６日以降に新規に事業を始めた方は、事業開始の日から
２ヶ月以内に最寄りの税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
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～３月１５日
１９年分から青色申告を
行う場合には、３月１５日
までに最寄りの税務署に
「青色申告承認申請書」
を提出します。
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２０年

交付金等を受領した担い手は、
これらの手続を行わないと本税

制の特例が受けられません！


